
JP 2017-29223 A 2017.2.9

10

(57)【要約】
【課題】互いに異なる複数の画像レイアウトを利用した
超音波診断装置の改良技術を提供する。
【解決手段】レイアウト形成部４０は、超音波画像形成
部２０から得られる超音波画像と表示情報生成部３０か
ら得られる表示情報に基づいて、表示用の画像レイアウ
トと印刷用の画像レイアウトを形成する。印刷処理部５
０は、印刷用の画像レイアウトに基づいた印刷処理を実
行する。プリンタ５２は、印刷用の画像レイアウトに対
応した印刷画像を印刷用紙に印刷して出力する。ディス
プレイ４２には、通常表示時に表示用の画像レイアウト
に対応した表示画像が表示され、印刷処理部５０による
印刷処理時に、印刷用の画像レイアウトに対応した表示
画像が表示される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波を送受して得られた信号に基づいて超音波画像を形成する画像形成部と、
　前記超音波画像と当該超音波画像に関する表示情報に基づいて、表示用の画像レイアウ
トと印刷用の画像レイアウトを形成するレイアウト形成部と、
　前記印刷用の画像レイアウトに対応した印刷画像を印刷する印刷部と、
　前記表示用の画像レイアウトに対応した表示画像を表示する状態を通常表示時とし、前
記印刷部による印刷時に、前記印刷用の画像レイアウトまたは前記表示用の画像レイアウ
トに対応した表示画像を表示する表示部と、
　を有する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の超音波診断装置において、
　ユーザから印刷操作を受け付ける操作デバイスをさらに有し、
　前記印刷部は、前記印刷操作に応じて、前記印刷用の画像レイアウトに対応した印刷画
像を印刷し、
　前記表示部は、前記印刷操作に応じて、当該印刷操作の時点から一定時間経過するまで
前記印刷用の画像レイアウトに対応した表示画像を表示し、前記一定時間経過後に前記表
示用の画像レイアウトに対応した表示画像を表示する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の超音波診断装置において、
　ユーザから印刷操作を受け付ける操作デバイスをさらに有し、
　前記印刷部は、前記印刷操作に応じて、前記印刷用の画像レイアウトに対応した印刷画
像を印刷し、
　前記表示部は、前記表示用の画像レイアウトに対応した表示画像を表示する状態を通常
表示時とし、前記印刷部による印刷時にも前記表示用の画像レイアウトに対応した表示画
像を表示し続ける、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１項に記載の超音波診断装置において、
　前記表示情報にはボディマークが含まれ、
　前記レイアウト形成部は、前記超音波画像とボディマークが重ならない前記表示用の画
像レイアウトを形成し、前記超音波画像とボディマークを少なくとも部分的に重ねた前記
印刷用の画像レイアウトを形成する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１項に記載の超音波診断装置において、
　前記表示情報には心電波形が含まれ、
　前記レイアウト形成部は、前記超音波画像と心電波形が重ならない前記表示用の画像レ
イアウトを形成する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか１項に記載の超音波診断装置において、
　前記表示情報には文字列が含まれ、
　前記レイアウト形成部は、前記超音波画像に対する文字列の相対的なサイズを、前記印
刷用の画像レイアウトよりも前記表示用の画像レイアウトにおいて小さくする、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、超音波診断装置に関し、特に、印刷用の画像レイアウトを利用する装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の超音波診断装置では、ディスプレイに表示される表示画面がそのまま印刷画像と
して印刷されるハードコピーが一般的であった。そのため、装置によっては、ディスプレ
イに表示される表示画像内の文字の大きさなどが、印刷された際の見易さを考慮して、比
較的大きなサイズに設定される場合があった。
【０００３】
　ちなみに、特許文献１には、超音波診断装置等の画像処理装置において、文字サイズを
変更する技術が記載されている。また、特許文献２には、文字情報の表示サイズと表示位
置を変更することができる超音波診断装置が記載されている。また、特許文献３には、ボ
ディパターン（ボディマーク）のサイズを変更できる超音波診断装置が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－２０４４４号公報
【特許文献２】特開平９－４７４５３号公報
【特許文献３】特開平２－２３７５５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、近年になり、比較的大きなディスプレイを備えた超音波診断装置が登場して
いる一方において、超音波診断装置のプリンタには従来どおり比較的小さな印刷用紙が利
用される傾向がある。つまり、ディスプレイに表示される表示画像と印刷用紙に印刷され
る印刷画像のサイズ差が大きくなる場合がある。この場合に、例えば、文字の大きさなど
が印刷画像に適した画像レイアウトで表示画像を形成すると、比較的大きなディスプレイ
内において必要以上に大きな文字が表示されてしまう。したがって、表示画像と印刷画像
の各々に適した画像レイアウトを利用することが望ましい。
【０００６】
　本発明は、互いに異なる複数の画像レイアウトを利用した超音波診断装置の改良技術を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的にかなう好適な超音波診断装置は、超音波を送受して得られた信号に基づいて
超音波画像を形成する画像形成部と、前記超音波画像と当該超音波画像に関する表示情報
に基づいて、表示用の画像レイアウトと印刷用の画像レイアウトを形成するレイアウト形
成部と、前記印刷用の画像レイアウトに対応した印刷画像を印刷する印刷部と、前記表示
用の画像レイアウトに対応した表示画像を表示する状態を通常表示時とし、前記印刷部に
よる印刷時に、前記印刷用の画像レイアウトまたは前記表示用の画像レイアウトに対応し
た表示画像を表示する表示部と、を有することを特徴とする。
【０００８】
　上記構成において、表示用の画像レイアウトは、例えば、当該画像レイアウトに対応し
た表示画像が表示されるディスプレイのサイズに応じて形成されることが望ましい。例え
ば、ディスプレイが比較的大きい場合には、超音波画像を比較的大きく映し出しつつ、超
音波画像と重ならないように表示情報を映し出す画像レイアウトが望ましい。また、互い
に異なる複数パターンの表示用の画像レイアウトを形成し、ディスプレイのサイズに応じ
たパターンの画像レイアウトを選択的に利用できるようにしてもよい。
【０００９】
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　一方、印刷用の画像レイアウトは、例えば、当該画像レイアウトに対応した印刷画像が
印刷される印刷用紙のサイズに応じて形成されることが望ましい。例えば、印刷用紙が比
較的小さい場合には、ユーザが文字等の表示情報を読み取ることができるように、且つ、
超音波画像を妨げない程度に、表示情報を比較的大きくした画像レイアウトが望ましい。
また、互いに異なる複数パターンの印刷用の画像レイアウトを形成し、印刷用紙のサイズ
に応じたパターンの画像レイアウトを選択的に利用できるようにしてもよい。
【００１０】
　上記構成により、表示用の画像レイアウトと印刷用の画像レイアウトを併用した装置が
実現される。
【００１１】
　望ましい具体例において、前記超音波診断装置は、ユーザから印刷操作を受け付ける操
作デバイスをさらに有し、前記印刷部は、前記印刷操作に応じて、前記印刷用の画像レイ
アウトに対応した印刷画像を印刷し、前記表示部は、前記印刷操作に応じて、当該印刷操
作の時点から一定時間経過するまで前記印刷用の画像レイアウトに対応した表示画像を表
示し、前記一定時間経過後に前記表示用の画像レイアウトに対応した表示画像を表示する
ことを特徴とする。
【００１２】
　この具体例によれば、例えば、ユーザは、印刷用の画像レイアウトに対応した表示画像
を確認し、印刷用の画像レイアウトに対応した印刷画像を印刷することができる。また、
例えば、ユーザは、印刷操作という単純な操作のみで、印刷用の画像レイアウトに対応し
た印刷画像の印刷と、印刷用の画像レイアウトに対応した表示画像の確認と、表示用の画
像レイアウトに対応した表示画像への復帰を実現することができる。
【００１３】
　望ましい具体例において、前記超音波診断装置は、ユーザから印刷操作を受け付ける操
作デバイスをさらに有し、前記印刷部は、前記印刷操作に応じて、前記印刷用の画像レイ
アウトに対応した印刷画像を印刷し、前記表示部は、前記表示用の画像レイアウトに対応
した表示画像を表示する状態を通常表示時とし、前記印刷部による印刷時にも前記表示用
の画像レイアウトに対応した表示画像を表示し続けることを特徴とする。
【００１４】
　望ましい具体例において、前記表示情報にはボディマークが含まれ、前記レイアウト形
成部は、前記超音波画像とボディマークが重ならない前記表示用の画像レイアウトを形成
し、前記超音波画像とボディマークを少なくとも部分的に重ねた前記印刷用の画像レイア
ウトを形成することを特徴とする。
【００１５】
　望ましい具体例において、前記表示情報には心電波形が含まれ、前記レイアウト形成部
は、前記超音波画像と心電波形が重ならない前記表示用の画像レイアウトを形成すること
を特徴とする。
【００１６】
　望ましい具体例において、前記表示情報には文字列が含まれ、前記レイアウト形成部は
、前記超音波画像に対する文字列の相対的なサイズを、前記印刷用の画像レイアウトより
も前記表示用の画像レイアウトにおいて小さくすることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明により、互いに異なる複数の画像レイアウトを利用した超音波診断装置の改良技
術が提供される。例えば、本発明の好適な具体例によれば、表示用の画像レイアウトと印
刷用の画像レイアウトを併用した装置が実現される。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施において好適な超音波診断装置の全体構成を示す図である。
【図２】画像レイアウトの形成に係る具体例を示す図である。
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【図３】表示用画像レイアウトと印刷用画像レイアウトの具体例を示す図である。
【図４】図１の超音波診断装置による表示と印刷の具体例１を示す図である。
【図５】図１の超音波診断装置による表示と印刷の具体例２を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図１は、本発明の実施において好適な超音波診断装置の全体構成図である。プローブ１
０は、例えば生体内の診断対象を含む領域に超音波を送受波する超音波探触子である。プ
ローブ１０は、複数の振動素子を備えており、複数の振動素子が電子的に走査制御されて
診断対象を含む空間内で超音波ビームが走査される。プローブ１０は、例えば、医師等の
ユーザ（検査者）に把持されて被検者の体表面上に当接して用いられる。なお、プローブ
１０は、被検者の体腔内に挿入して用いられるものであってもよいし、電子的な走査と機
械的な走査とを組み合わせた探触子であってもよい。プローブ１０としては、例えばコン
ベックス型、セクタ型、リニア型等が好適であるが、他のタイプでもよい。
【００２０】
　送受信部１２は、送信ビームフォーマーおよび受信ビームフォーマーとしての機能を備
えている。つまり、送受信部１２は、プローブ１０が備える複数の振動素子の各々に対し
て送信信号を出力することにより送信ビームを形成し、さらに、複数の振動素子から得ら
れる複数の受波信号に対して整相加算処理などを施して受信ビームを形成する。これによ
り、超音波ビーム（送信ビームと受信ビーム）が走査面内において走査され、超音波ビー
ムに対応した受信信号が形成される。なお、超音波の受信信号を得るにあたって、超音波
ビームが三次空間内で立体的に走査されてもよいし、送信開口合成等の技術が利用されて
もよい。
【００２１】
　超音波画像形成部２０は、走査面内から得られる超音波の受信信号に基づいて、超音波
画像のデータ（画像データ）を形成する。超音波画像形成部２０は、例えば、超音波の受
信信号に対して、検波処理やフィルタ処理やＡＤ変換処理等を施すことにより、Ｂモード
画像用のフレームデータを形成する。もちろん、Ｂモード画像以外の公知の超音波画像（
カラードプラ画像等を含む）に係る画像データが形成されてもよい。
【００２２】
　表示情報生成部３０は、超音波画像形成部２０において形成される超音波画像に関する
表示情報を生成する。
【００２３】
　レイアウト形成部４０は、超音波画像形成部２０から得られる超音波画像と、表示情報
生成部３０から得られる表示情報に基づいて、表示用の画像レイアウトと印刷用の画像レ
イアウトを形成する。そして、表示用の画像レイアウトと印刷用の画像レイアウトに対応
した表示画像がディスプレイ４２に表示される。
【００２４】
　印刷処理部５０は、印刷用の画像レイアウトに基づいた印刷処理を実行する。そして、
プリンタ５２は、印刷用の画像レイアウトに対応した印刷画像を紙（印刷用紙）等の印刷
媒体に印刷して出力する。
【００２５】
　制御部７０は、図１の超音波診断装置内を全体的に制御する。制御部７０による全体的
な制御には、操作デバイス６０を介して、医師や検査技師などのユーザから受け付けた指
示も反映される。
【００２６】
　図１に示す構成（符号を付した各部）のうち、送受信部１２，超音波画像形成部２０，
表示情報生成部３０，レイアウト形成部４０，印刷処理部５０の各部は、例えば電気電子
回路やプロセッサ等のハードウェアを利用して実現することができ、その実現において必
要に応じてメモリ等のデバイスが利用されてもよい。また、上記各部に対応した機能の少
なくとも一部がコンピュータにより実現されてもよい。つまり、上記各部に対応した機能
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の少なくとも一部が、ＣＰＵやプロセッサやメモリ等のハードウェアと、ＣＰＵやプロセ
ッサの動作を規定するソフトウェア（プログラム）との協働により実現されてもよい。
【００２７】
　ディスプレイ４２の好適な具体例は、液晶モニタ等であり、操作デバイス６０は、例え
ば、マウス、キーボード、トラックボール、タッチパネル、その他のスイッチ類等のうち
の少なくとも一つにより実現できる。そして、制御部７０は、例えば、ＣＰＵやプロセッ
サやメモリ等のハードウェアと、ＣＰＵやプロセッサの動作を規定するソフトウェア（プ
ログラム）との協働により実現することができる。
【００２８】
　図１の超音波診断装置の全体構成は以上のとおりである。次に、図１の超音波診断装置
により実現される機能の具体例について詳述する。なお、図１に示した構成（符号を付さ
れた各部）については、以下の説明において図１の符号を利用する。
【００２９】
　図２は、画像レイアウトの形成に係る具体例を示す図である。レイアウト形成部４０に
より、表示用の画像レイアウト（表示用レイアウト）と、印刷用の画像レイアウト（印刷
用レイアウト）が形成される。各画像レイアウトは、超音波画像の基本プレーンＰ０と複
数の附帯プレーン（Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３，・・・）を合成して形成される。
【００３０】
　基本プレーンＰ０は、超音波画像形成部２０において形成された超音波画像を含むプレ
ーンであり、複数の附帯プレーンは、表示情報生成部３０において生成された表示情報を
含むプレーンである。
【００３１】
　図２に示す具体例において、附帯プレーンＰ１は、表示情報に含まれる文字列（文字や
数字など）に対応しており、附帯プレーンＰ２は、表示情報に含まれるグラフィック（記
号や図形やマークなど）に対応しており、附帯プレーンＰ３は、表示情報に含まれる波形
（例えば心電計を利用して得られる心電波形など）に対応している。さらに、他の表示情
報に対応した附帯プレーンが利用されてもよい。
【００３２】
　レイアウト形成部４０は、基本プレーンＰ０と複数の表示用の附帯プレーンを合成する
ことにより、例えばそれら複数プレーンを重ね合わせることにより、表示用の画像レイア
ウト（表示用レイアウト）を形成し、基本プレーンＰ０と複数の印刷用の附帯プレーンを
合成することにより、例えばそれら複数プレーンを重ね合わせることにより、印刷用の画
像レイアウト（印刷用レイアウト）を形成する。
【００３３】
　図３は、表示用の画像レイアウトと印刷用の画像レイアウトの具体例を示す図であり、
図３（Ｉ）には表示用の画像レイアウト（表示用レイアウト）の具体例が図示され、図３
（ＩＩ）には印刷用の画像レイアウト（印刷用レイアウト）の具体例が図示されている。
【００３４】
　図３には、同一の基本プレーンＰ０（図２）に基づいて形成される表示用レイアウトと
印刷用レイアウトが図示されている。つまり、図３の表示用レイアウトと印刷用レイアウ
ト内には同一の超音波画像が映し出されている。図３に示す超音波画像の具体例は、カラ
ードプラ画像（カラー）とＢモード画像（Ｂモード）を左右に並べて配置した２画面の超
音波画像である。もちろん、例えばＢモード画像やカラードプラ画像等を単体で示した１
画面の超音波画像が利用されてもよいし、例えば三次元画像と直交三断面画像の４画面の
超音波画像が利用されてもよい。
【００３５】
　表示用レイアウトと印刷用レイアウトは、互いに、文字列やグラフィックなどの表示情
報の表示態様が異なっている。なお、文字列としては、例えば、被検者ＩＤ、被検者名、
検査者名、検査日時、病院名などの検査情報や、周波数、レンジ、ゲイン、ダイナミック
レンジ、フィルタ、フレームレートなどの設定情報を表示できることが望ましい。また、
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グラフィックとしては、例えば、ボディマークやプローブマークなどを表示できることが
望ましい。
【００３６】
　表示用レイアウトは、ディスプレイ４２に表示される比較的大きな表示画像に適した構
成とされ、印刷用レイアウトは、プリンタ５２により印刷用紙に印刷される比較的小さな
印刷画像に適した構成とされる。
【００３７】
　図３の具体例において、文字列とグラフィックのサイズ（超音波画像に対する相対的な
大きさ）は、印刷用レイアウトよりも表示用レイアウトの方が小さく、文字列とグラフィ
ックの線の太さは、表示用レイアウトよりも印刷用レイアウトの方が太くされている。ま
た、図３の具体例において、表示用レイアウトは、文字列とグラフィックが超音波画像に
重ならないように配置されているのに対し、印刷用レイアウトは、グラフィックの具体例
であるボディマーク（符号ＢＭ）が部分的に超音波画像に重なっている。なお、ボディマ
ークは超音波画像の表示の妨げとならない位置に重ねられることが望ましい。
【００３８】
　また、表示用レイアウトと印刷用レイアウトで、文字列とグラフィックの輝度を異なら
せるようにしてもよい。その場合には、例えば、印刷用レイアウトでは、印刷される文字
列とグラフィックの可読性を高めるために輝度を高くすることが望ましい。
【００３９】
　また、表示用レイアウトに表示されない文字列やグラフィックを、印刷用レイアウトに
表示するようにしてもよい。図３の具体例では、表示用レイアウトに表示されない検査者
名（検査者Ｂ）と検査日時（２０１５／１／１）が、印刷用レイアウトに表示されて印刷
対象となる。もちろん、表示用レイアウトまたは印刷用レイアウトに表示させる表示情報
（文字列やグラフィックを含む）をユーザが設定できる構成としてもよい。
【００４０】
　このように、表示用レイアウトでは、文字列やグラフィックに関するサイズや線の太さ
や輝度や項目数などを抑え、超音波画像を浮き彫りにすることが望ましい。また、表示用
レイアウトでは、不要な文字列やグラフィックを表示せず、ユーザが必要とする文字列や
グラフィックの視認性を高めることが望ましい。なお、表示用レイアウト内には、例えば
超音波画像と重ならないように、心電波形等が表示されてもよい。
【００４１】
　一方、印刷用レイアウトでは、比較的小さな印刷用紙に印刷された場合でも、ユーザが
視認できるように、文字列やグラフィックに関するサイズや線の太さや輝度などを設定す
ることが望ましい。また、印刷用レイアウトには、検査後（診断後）において必要とされ
る文字列やグラフィックを表示させることが望ましい。
【００４２】
　図４は、図１の超音波診断装置による表示と印刷の具体例１を示すフローチャートであ
る。図４の具体例１では、検査（診断）が開始されると、例えば、プローブ１０から被検
者に対して超音波が送受される検査中においては通常表示とされ、ディスプレイ４２に表
示用レイアウトに対応した表示画像が表示される（Ｓ４０１）。
【００４３】
　検査中または検査後にユーザから操作デバイス６０に印刷操作が成されると（Ｓ４０２
）、ディスプレイ４２に印刷用レイアウトに対応した表示画像が表示され（Ｓ４０３）、
さらに、プリンタ５２により印刷用レイアウトに対応した印刷画像が印刷される（Ｓ４０
４）。
【００４４】
　そして、印刷操作の時点から一定時間経過するまで印刷用の画像レイアウトに対応した
表示画像がディスプレイ４２に表示され、一定時間経過後に通常表示に戻り、表示用レイ
アウトに対応した表示画像がディスプレイ４２に表示される（Ｓ４０５）。なお、一定時
間は、予め装置に設定された固定時間でもよいし、例えば、ユーザが一定時間の長さ（時
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【００４５】
　図４の具体例１によれば、例えば、ユーザは印刷操作を行うのみで、ディスプレイ４２
に表示される印刷用レイアウトを確認して、その印刷用レイアウトに対応した印刷画像を
得ることができる。なお、ディスプレイ４２に表示される印刷用レイアウトを確認したユ
ーザからの確認操作（印刷処理続行の操作）を受けてから、印刷用レイアウトに対応した
印刷画像が印刷されるようにしてもよい。
【００４６】
　図５は、図１の超音波診断装置による表示と印刷の具体例２を示すフローチャートであ
る。図５の具体例２においても、検査（診断）が開始されると、例えば、プローブ１０か
ら被検者に対して超音波が送受される検査中においては通常表示とされ、ディスプレイ４
２に表示用レイアウトに対応した表示画像が表示される（Ｓ５０１）。
【００４７】
　図５の具体例２では、検査中または検査後にユーザから操作デバイス６０に印刷操作が
成されると（Ｓ５０２）、ユーザから操作デバイス６０に表示切り替えの操作が成される
かどうかが確認される（Ｓ５０３）。
【００４８】
　表示切り替えの操作が無ければ、ディスプレイ４２が通常表示のまま、つまり表示用レ
イアウトに対応した表示画像が表示されたまま、プリンタ５２により印刷用レイアウトに
対応した印刷画像が印刷される（Ｓ５０４）。
【００４９】
　一方、表示切り替え操作が有れば、ディスプレイ４２に印刷用レイアウトに対応した表
示画像が表示されて、プリンタ５２により印刷用レイアウトに対応した印刷画像が印刷さ
れる（Ｓ５０５）。そして、印刷操作の時点または表示切り替えの操作の時点から一定時
間経過するまで印刷用の画像レイアウトに対応した表示画像がディスプレイ４２に表示さ
れ、一定時間経過後に通常表示に戻り、表示用レイアウトに対応した表示画像がディスプ
レイ４２に表示される（Ｓ５０６）。なお、具体例２の一定時間も、予め装置に設定され
た固定時間でもよいし、例えば、ユーザが一定時間の長さ（時間長）を調整できる構成と
してもよい。
【００５０】
　図５の具体例２によれば、例えば、ユーザは、印刷用レイアウトの確認が必要な場合に
表示切り替えの操作を行ってディスプレイ４２に表示される印刷用レイアウトを確認する
ことができ、印刷用レイアウトの確認が不要であれば印刷操作のみで印刷用レイアウトに
対応した印刷画像を得ることができる。なお、ディスプレイ４２に表示される印刷用レイ
アウトを確認したユーザからの確認操作（印刷処理続行の操作）を受けてから、印刷用レ
イアウトに対応した印刷画像が印刷されるようにしてもよい。
【００５１】
　以上、本発明の好適な実施形態を説明したが、上述した実施形態は、あらゆる点で単な
る例示にすぎず、本発明の範囲を限定するものではない。本発明は、その本質を逸脱しな
い範囲で各種の変形形態を包含する。
【符号の説明】
【００５２】
　１０　プローブ、１２　送受信部、２０　超音波画像形成部、３０　表示情報生成部、
４０　レイアウト形成部、４２　ディスプレイ、５０　印刷処理部、５２　プリンタ、６
０　操作デバイス、７０　制御部。
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